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地方自治体における行政訴訟に対する行政の応答
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要旨 本論文の目的は！地方自治体において行政は行政訴訟にどのように応答すべきかを理論的に

検討することである 行政訴＇＂は 行政の行った施策に対する市民の不満と。改苔を求める立忠を

衣川する制度的なー形態であるといえる それゆえ，行政機関は！行政訴訟で税製された内容や！

その判決に迎切に応答することで 政策をよりrlititの選好に沿ったものへと変更することが可能と

なる 本論文では？これを「訴訟に対する行政の応答」の｜問題として捉えI 「政策法務」の議論が，

このiiJJ姐に対処する一つの手がかりとなることを示す この議，；~によると 1 訴訟後の行政は裁判所

の下Lた法的判断への応答に加え ii民の非法的な嬰求への応答をも行う必要があるとされる そ

して，この二つの嬰京への応答lι 「法制度の設備」という’H為を過して，顕在化することが明ら

かとなった しかし！政策過程の続：＼（から見るならば。「法制度の技術」のみでは不十分であり！

その「辺！日」の過続に見られる~＇＂有の国跳さへの考脳も必嬰となる そこで。［制度jと「状況」

との関係世に焦点を当てた政策研究を参照L，訴訟を契機とする「法制度の控備jからその「述

JjJ」までを制叫に入れた規範モデルの構築を行う

l はじめに

本論文の目的は。行政訴訟による行政活動の統

制と。その統制jに対する行政機関の応答のあるべ

き姿を理論的に検討することである 行政訴訟は，

行政の行った施策に対する市民の不満と！改善を

;jとめる；ff：.＼！＼、を表出する制度的なー形態であるとい

える だとすれば。行政機関は行政訴訟で審理

された内容や！その判決に適切に応答することでl

政策をより市民の選好に沿ったものへと変更する

ことが可能となる このような「司法による統

制」に対する行政側の迎切な応答のあり方を明ら

かにすることができればl 行政訴訟に。「市民の

選fl・を表出し，政銭令に担保する仕組みjとして！

市民の氾；思に沿った政策実現のための訴訟として

のな義を見出すことができる この目的のため，

本論文では。市民に最も身近な行政機関である地

方自治体に焦点を当て 地方自治体と私人の問で

の行政訴訟を経た行政がいかに対応すべきかを検

討する しかし従来政策研究の中で，このよ

うなかたちで訴訟の刀、義を見出し司法統制におj

する行政機関の応答という論点を吸った研究は少

ない 従来の政策学においても！訴訟の「政策形

！北」機能については研究がなされてきたものの。

訴訟で明らかとなった問題に行政がどのように対

応すべきなのか。どのようにそれを笑現するのか

という。「行政の応答」という観点からの研究は

ほとんどなかったといえる

たとえば！｜五却II(2013）は，地域開発を目的と

する公共事業の統制lを目的とする訴訟について分

析し 司法判断の密度の問題について法律的il!lll百
と科学技術的側面のごつの側面から検討している

この検討を過して旧知lは「原告が被告（行政）に

勝訴することは，ほとんどなかった」としつつも，

「裁判には敗訴しでも！その後！公共事業に影響
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を与えた事例」もあるとしその影響を「計画の

中止変更上「法律の変更」，「技術基準の改正j

の三つに分類している＂ つまり，裁判は市lj皮や

基準の改正等の方法で公共事業に影響を与えうる

ものであるといえる また！行政法学者の原田

( 1991）は1 政策問題を［！＂包した紛争への司法関

与のあり方について検討し裁判所は「行政庁の

芯思決定過程ないし裁量推論過程をプロセス面か

ら務査することによって裁量統制lを積極化し行

政庁の政策判断に間接的な影響を及ぼす」として

いる＂ そして，裁判所に期待される役制として！

「国民のコンセンサスの得られた新たな政策志向

を既存の法律＇≫＇. f午のなかにとり込んで解釈したり

解釈論を支える補助的道具概念のなかにとり入れ

ていくこと」がありうると指摘する；）

回州I(2013）や1 原凹（1991）の指摘は，行政

の行う判断の指針であるところの計画。法律，技

術法i¥t，考I!J!：要素等の純聞や程度に裁判所は彩押

を与えうるということであり 1 裁判所は。政策｜問

題が合まれるi・・i'fl・についても＇ J!!f；能力ではあり仰

ないということを明らかにしたものであった で

は この判断指針を実際に個別の状況に適用し，

政策を実施する｜民行政はどのように行為し！と

のような要素に考慮するべきであるだろうか裁

判所が訴訟を通して政策に及ぼす影響に対して

行政はどのように応答しえるのか これが本論文

の向いである

このi問題に答えるために！本論文では1 「ドlj決

後の行政機関による再考」過程に着目する＂ 械

旺I(2014）は，訴訟を！行政と裁'l'IJrJr.そして当

事者の協働過程とtJi'.えた上で！裁｜リ所は「次に来

るべき行政との接続との観点から！どこまでを裁

'l'IJ所で行い どこからを行政で行うのが効中的か

という側而を考えるべきである」と述べ。判決に

よる行政の方向付け（側帯）を踏まえた再度の行

政過程の必要性を主張する＂

この「判決後の行政過程」における再考を行政

はどのように行い1 どのように政策を変更するべ

きだろうか 第二認では！これを「訴訟に対する

行政の応答Jの問題として捉え，いわゆる「政策

法務J論が，この問題に答えようとしてきたこと

を示す 「政策法務J論の中の「訴訟法務」の談

論は 訴訟を法制度の評価の場と見なL，訴訟に

おいて得られた知見を，法制度や運用指針の制定

に繋げ1 その後の職務にフィードパックする機能

を担っている 「訴訟法務」の談論からは，①行

政が「訴訟が提起された事笑」を霊く受け取り，

訴訟中から改善の取り組みを始めるべきこと。ま

た②訴訟の場を「説明責任」の股行の場と捉

えた対応をすべきことのこつの指摘がなされてい

る そして，この「訴訟法務」の議論の検討を過

して，判決後の行政は，裁判所の判断の法的な側

Tlfiへの考1.0.に加えて，その訴訟の提起された非法

的な要因への考胞をも必袈とされていることを示

す

第三辛では，この「訴訟法務jの議論を受け1

しばしば「政策法務」の談論で参照される事例に

ついて検討する それによって，「訴詰~it<'iii」が

機能したとされる事例の中において 1 行政が裁判

所と市民の判断や活動のどのような塁g;t；に岩田し。

それらをどのように施策に取り入れていったかを

確認する そして。この事例の分析を過して。訴

訟後の行政の行う「条例化（法的ljIll'の獲備）」の

過程において！行政はJ批判所の法的問断と l 訴訟

の提起された非法的な要因への応答が可能である

ことカ斗明らかとなった

訴訟法務の議論においては，訴訟から1<1・られた

知見を条例や'll'l•同等に反映させること。つまり法

制度の弦備に焦点が1W:かれていた しかし1 法制

度の強倣それ自体は，政策過程におけるインプッ

トもしくはアウトプットでしかなく。アウトカム

を約束するものではないと考えられる そのため，

「訴訟に対する行政の応答」という観点から，訴

訟を政策の笑現の契機として位置づけるには7 法

制度の整備のみでなく，そのillilfJの過程にまで目

を向ける必裂がある 加えて，現実的な法制度の

運用過程においては！インフォーマjレな手法ゃ要

素への状況依存的な考慮が必嬰となり。これらは

必ずしも制度には内包されないため。「政策法務」

論においては 1－分に把握することができない 第

四竿では！この法制度の運用過程における動態的

な過程を柿写するために1 「制度jと「状況」の

循環的な関係に着目した政策研究を参照する こ

の議論によると。複雑な職務環境の下！政策を迎
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用する行政職員たちは！彼らを取り巻く制約的な

「状況」をj~j起し配慮しつつも！「制度」の本来
的目的との－1引1を保つ必要があるとされる そ

して，この「法制度の迎用過程」の議論と。政策

法務論を用いて符られた「法制度の整備過程」の

知見との｜悶係性を検討することで？訴訟を契機と

して展開される政策過棋の規範モデルの椛築を試

みる

以上の枚討から！従来．政策にとってネガティ

ブなものであり。せいぜい。新たな｜問題領域の発

見程度の役割しか見出されていなかった行政訴訟

に，「訴訟に対する行政の応答」という観点に立

つことで。 i直切な政策の実現の契機としても日極的

な：＼：U花を見出す余地を与えることができると考え

られる 加えてI これまで各学問分野ごとでしか

検討されてこなかった訴訟と行政の関係性につい

ての議論を。政策という視点を通して統合するこ

とで？訴訟後の行政のおl応のあり方に一定の指針

を示すことが可能となる

2 訴訟と行政

政策法務論の観点から

行政訴訟を市民のな思表l川の－Jf~li＇として見な

すならば？行政は訴訟によって符られた知見を訴

訟彼の政策に反映することで市民の選好に即し

た政策を展開することが可能となる 訴訟を政策

改善のための手法 もしくは機会として加担（I’，，こ

捉える視占は，主に「政策ii；務j論によって展開

されてきたが 以下では 「政策法務」；市を用い

て！訴訟を提起された行政がとのように訴訟対応

をすべきか，また。その際！とのような要素を考

慮すべきかについて検討する それによって

「訴訟に対する行政の応答」という観点への示唆

を引き出す

2. 1. 自治体政策法務とは

まず， f政策法務j諭がどのような背）i（の下に

成り立ち，どのようなものであるか簡単に見てお

く 自I合体政策法務の議論が強くな識され始めた

のは 2000年のいわゆる分権一括法以降である

といわれている 機関委任事務制度下においては

国と自治体とは上下関係に置かれていたのに対L.
それ以前、は法的には悶と自治体は対等協力!VJ係に

なったことに由来する これにより 111治1~＇は独自

の政策を民間し。法という道具を用いてl それら

を実現する余地を手に入れたとされる＂

一方。「政策法務」という用語は多義的であり！

明確な共通理解があるとは言いがたいものの，そ

の特徴として「法を政策実現のための手段として

使用するJことをあげる点においては一定の共有

理解があると思われる＂＇本論文においては 自

治体の現場において 職員が訴訟にどのように応

答すべきかを検討するので，政策法務の担い手と

して「111治休職員」を惣定し。政策法務の定義と

しては「自治体の政策手段として法的ルールを手lj

活用 管現しようとする自治体破口の行政実務」

とするり）具体的には 政策法務は。法的手段を

行使する場而の磁虹1に応じて！「立法法務」 「執

行ii;;f)iJ.「評価 争百止i1汁吉jにう〉類され。また

これらの活動の共通の基盤として「組織法務」が

存在する

以下ではl これらの「政策法務jの分矧のうち

「評価争訟法務」に着目する なお！「評価争

訟法務Jは。「評価法務Jと「4f1・訟法務」に制II分

され。さらに「争訟法務Jも！「不服審査」に活

目したものと 「訴訟」に着目したものとに判117}

される 本7論文においては，「訴訟」にjに点を当

て！「不服審査」には言及しないためl 「訴訟法

務jの誌を用い 自治体が訴訟への適切な対応、

を行う iニで。とのような姿勢が認まれるのかを検

討する

2. 2. 訴訟法務

「政策法務」諭の一つの論点である「訴訟法務J
の談論において，訴訟対応をおこなう自治体は，

どのような姿勢で翻むべきとされているのか そ

もそも。「訴訟法務」は！政策法務のマネジメン

トサイクルにおいて。「Sec」もしくは「ChcckJ

の役割を持っていると説明される＂＂ jl，務のマネ

ジメントサイクルは， i執行ii;J主（Do),f.'I＇佃！ 争

訟法務（S目白 Check），立法法務（Plan）の三段

階からなるiHlt・条例の適切なilli用・活用を実践

するための循環過程である＇＂ このように訴訟法
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務は，執行から新たな執行！場合によっては立法

という新たな制度の創出へとつなげる述結器とし

て重要なパートを占めているといえる

この訴訟法務の議論も。「法を政策実現のため

の手段として使用するJというアイデアを有して

おり。訴訟から得られた判決や知見を立法事実と

見なした上で，新たな政策へと利用しようという

狙いに基っくものである ここで重姿な点は。訴

訟法務の方針を前提とするならば！まず第一に，

訴訟における勝ち負けにIMJわらず，何らかの対応、

が必要とされることになるという点である 「判

決を械に」ではなく，「訴訟の提起を機にjした

川沿法務を求める趣旨の提言である＂＇ もちろん？

JJl !1：の自治体行政においてこのような理倍、的とも

バえるような，11rn1~対応がとられていることは少な

い羽尖には，行政機関の訴訟対応姿勢は，「会

力；LiUとl呼ばれるものであること均す多い 「全

力オュι」とは！ 自｛古体が行政訴訟におい-c,Ii買収

して勝訴を追及I もしくは，ひたすら敗訴を回illE

するJ防止方針であり！「自治体が勝訴すべき事案

であろうがなかろうがl Iii年訴志向のj卓球の利益を

代弁する訴訟｛舌同J」である＇＂ 鈴木（2011）は。

この「全力主義」が生じる要因として！過度の官

僚11i1J1じによる分業体制の歪みを挙げる 訴訟に関

する業務の分業化が進み，訴訟担当組織が確立す

ると，原採は訴訟遂行に関わる判断を訴訟担当組

織に丸投げするようになる この丸投げが過度に

依存的になると。訴訟担当組織の方針を追認する

こととなり 1 中長期l的な政策展開や住民との信頼

関係といった「行政の全体像Jに対する配慮が欠

けるようになり，「全力主義」が生じるとする凶

また！訴訟を適切な政策実現への手段として位

置づけるに当たって，訴訟における説明支任のな

~＇＼：に治目されることがある＇＂ 北村（2008）によ

ると！訴訟という坊における説明責任には行政作

用としての説明責任とは興なった杭極的＇.（：！：義があ

るとされる

情報公開や政策評価，行政手続等の行政作用法

分野における「説明'i'tf:王Jはある程度の一般性を

獲得してきたといえる一方で！行政訴訟の分野に

おける「説明交任」については！いまだその意味

付けや役割が一｜分に明らかにされていないとの指

摘がある附 訴訟を政策笑現の一過程と位置づけ

る訴訟法務の議論を充実させるためには。この訴

訟における説明資任の位置づけを明らかにする必

要がある 行政作用法分問における説明資任は。

行政の意思決定やその根拠となった事実・ルール

を可視化することであるとされる＂＇ 訴訟中の説

明責任は。この行政作用上の説明資任の延長線と

に位置づけられるものである つまり。争点整理

等の目的のために行政からの資料の提出を求める

制度は。行政作用上の説明責任に立脚するもので

あり 1 このな味においては訴訟上の説明支任と I

作用よの説明支任とは同様の性質を持ったもので

あるといえる 一方で，訴訟ー二の行政の説明＇＼＇＜任

には，これとは性質を具にした特質もある それ

は「行政の意思決定過程の正当性や適法性を行政

自らが論証する'I'['f)i」川という側面である＇°＇ 北

村（2008）は，この訴訟上の説明責任の観点から！

釈明！立証責任1 文書提出命令の諸制度について

分析している ｜じ村によると！裁量が問題となる

訴訟において1 行政はj主張行使に当たっての内部

恭準を提示しそれに基づいて処分を行ったこと

を示すだけでは十分ではない つまり，訴訟中の

説明交任として求められるのは，当該基準の適切

さや合理性，またその基準を機悦的に迎用したの

ではなく特定の司i案に応じた審査の下に運用した

かどうかまでをも含めた自らの活動の正当性の論

託である叩｝ このように訴訟上の行政の説明'.C'.[•1f

を捉えるなら。訴訟は「法的対話」の坊としての

な義があることに加え！行政の法活用の詳細の坊

としてより笑質的な意義があるように思われる

訴訟法務の談論では。①「訴訟カ斗！＂起された事

実jを重〈受けとめ，訴訟中から改普のための取

り組みを始めること！また！②訴訟のJ晶を「説

明交任Jの股行のi島として捉えることが求められ

る この二つの指摘を！「訴訟に対する行政の応

答Jに求められる姿勢とするならばI 訴訟後の行

政過程において！行政機関が担う役割は。裁判所

の法的判断（判決）への形式的な辺守に限定され

ず，より広範な考慮が必嬰とされる なぜなら！

①「訴訟が提起された事実」の重視という主張は。

そもそも。訴訟を提起した市民が何を求めていた
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のかということを考慮するよう行政機関に；Jとめる

趣旨の提言であり，また。②訴訟のj坊における

「説明）.＇（任 Jの履行という王張は？訴訟中に住民

との合ι：；：；；：形成を図るとともに。政策変更の方向？

を探つてゆ〈ことを；J<める挺言であるからである

つまり φ 「訴訟に対する行政の応答」は！行政11!U

の勝訴・敗訴といったドlji）ととは。無関係に；Jとめら

れるものであるといえる 行政側が勝訴した場合

であっても，それは処分が違法ではなかったとい

うことを示すのみであり。処分が市民の目から見

て不当である可能性はありうるのだ

以上の「訴訟法務」の議論は。行政が訴訟にと

のような姿勢で臨むべきかという指抗であった

では！訴訟後の行政は具体的にとのように政策を

展開すべきなのか 「訴訟法務」の議論において

も 「述法性」の解決と「有効性」の雌保という

程度の目的は示されているものの突出、には現

実の個別的な状況によって その内容は異なる

そのため 次計においては 政策法務論において

しばしば参照される1j；：例について検討する この

検討をi目じて 「訴訟法itJ がli~fi6 したとされる

事例の中で，行政機関が訴訟を経てとのような政

策を展開し，その過税においてどのような袈楽に

治目していたかを示す

3 事例分析

3. I. 事例概要

三正常で扱う事例は「地下室マンシヨン建築磁認

lfR H'i fti'i ;)( ')J.f'i' jと呼ばれるものである＇＂ ftliff;i.J也

に前i層建築物がはめ込まれるように建設されたマ

ンシヨン（地下室マンシヨン）により。近隣住民

の住環境の悲化が問題となり！建築孤認のli¥!.ii'i訴

訟が提起された事刊である＂＇ 概要は以下のとお

りである

横須t1市長は！神奈川県の作成した「都市計

国法に基づく開発前可関係事務の手＇！IJに

従って，本何，各マンシヨン建築百｜霞Iについ

て，単なる「形式的なIZ.蘭統合jであり，開

発言i可（都市計画法 29条 l；項）の対象とな

る「区画の変!EJに該当しないので. I；日発許

可は不要であると判断し開発許可を要しな

い旨の証明i与を発行した これに基づいて相：

須f1T[Tの建築主司fはl 建築研t認処分だけを

行ったこれに対し悶辺住民（原告）は，

都市計図法の開発許可をうけていないことを

理府として横須tl市（被告）の行った建築硲

認処分は違法であるとし，処分のJfKiilJしを求

めた B•

裁判所はこの事例に対して 建築基準法令逃反

という主張については実質的な判断はせず 開発

前可を受けていないという手続←ヒの違法を浬山に？

建築確認を取り消すという判断を下し rl11!!1Jもこ

の判決に控訴せず 判決は確定した この1j;:f刊の

法的な争点は大きく二つあった 一点目は 開発

的可（土地計画法を恨拠とし， rlH記が処分権をも

っ）を受けていないことを理由として，建築l'(lifii!.

（建築基準法を根拠とし，建築：トドが処分権をも

っ）を取り消せるかということ 二点目は。五件

計画が開発的司の対象であるか否かであった こ

れに対して＇ J＆判所は附発前向に[Y,Jわる「l豆闘の

変!EJについての法解釈をより実質的に捉えて！

本刊計画が「｜豆町の変克Jに当たると判断し，開

発計百jを必姿とするとした また！建築主事の行

う建築計可は本来形式的なものであるが，市

長が行う lifJ発苅可の判断に草花りがある際には。そ

の~l＇＼りを四［ EEi にJE否しなくては！開発VI'可制！立に

よってj~~殺されるべき利主主が保護されないため。

「l井l発許可jを受けていないことを型lliJiに「建築

前可jを取り消すことは可能であると、＇［＇ I）示した

杭須f!rli・は，訴訟がtt起される以前からの市と市

民との紛争！また訴訟の判決を受けて 土地利

用ーまちワくりについての具体的な施策を展開し

ている

以下では。この事例を辿して。事後的行政過程

における横須f1T[1の取り組みの中に。市民の主張

および裁判所の＇［＇ I）断がどのようなかたちで取り込

まれているのかを分析する 横須賀市は！訴訟が

提起されたという事突を重〈受けとめ 施策の改

普のための取り組みを始めたものと考えられる
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3. 2. 分析

本rmでは，当該事例で横須賀市の訴訟を契機に

行った政策変更の中に1 市民と裁判所の主張判

断がどのように取り込まれていたのか検討する

まず，三つのアクターがそれぞれどのように行動

し判断していたかを記すそして。最終的に横

須賀市の行った取り組みの中に裁判所1 市民の影

響がとのように現れたかを検討する

3. 2. I. 裁判所

前節で見たように，京事例で問題となった法的

中占は大きく二つあった 裁判所はこの二点につ

いてそれぞれ間断した上で！これらを理由として

判決を出したものである 先に述べたとおり 争

点の一点目は 開発許可を受けていないことを理

由として 建築確認を取り消せるかということ

二点目は 本刊i計四が開発許可の対象であるかと

いうことであった 一点目は。救済に当たっての！

iHftf,;Jcl~の効果の問題であり。具体的な処分の内

容に｜目するものではないため，本稿の分析の対象

からはずし，三点目の？開発許可を要するか否か

の争点について見てゆく

本flのマンション建築予定地は，もともと未投

地で何lま｜のある未明J]fjの土地と！平坦に盤地！舗

装され，駐車場として利用されていた土地とのこ

つの列なった区画に区分されていた山 この土地

について椀須賀市長は！神奈川県の作成した「都

市川岡法に基づく開発許可関係事務の手引」に

従って判断し，本f’！？各マンンヨン建築言｜恒lにつ

いて！「！豆町の変更」に該当しないとした これ

に対して裁判所は異なった判断を下している 裁

判所の判断によると。本何建築計四は。平坦な駐

車場と急傾斜j由という。形状も利用状iJi'. も~＼＇なる

二つの土地の区画を。双方にまたがる形で建築物

の基礎部分及び周辺部分に切土，盛土を行うこと

で！ー械の建築物の敷地として利用しようとする

ものであり，物理的外形的に！本件建築予定地

の区分の変克を行うものであり！かつ！土地の安

全性を審査する必要性があるという観点から 1

「｜豆nmの変更jであり！開発行為に該当するとし

f二国

裁問所は！「区画の変更」を実質的に解釈し

本件計画が開発行為に当たるとした上で，本来受

けるべき開発許可を受けていないという手続上の

違法を理由としてl 建築確認の取消しを決定した

この間決は手続上の違法を理由とするものであっ

て 本件計画自体の逃法性が判断されたものでな

いため。行政機関にとっては，手続をやり直して

の再処分の余地の残るものであった

3. 2. 2. 市民

本事例において原告となった市民は，訴訟を提

起する前から様々な活動を行っていた 本件マン

シヨン計聞が持ちとがると，すぐさま紛争が発生

すると共に＇ "]1：染者を相手取った民事訴訟が数i'I'

提起された またI 建築確認処分の取消を求めて7

建築審査会への都査前求が申請され！それを経て

本主~＋JJU における建築確認取消訴訟が提起された

また，これらー述の市民たちの行動の目的は住

環境の維持であり！訴訟の対象となった地下室マ

ンションが建築恭準法令の恭準に適合するかどう

かというよりも，良好な低府住宅地に隣按する斜

而地に両府マンションが建つことへの危機感とい

う。市民の一般的な感j:f:に法つずいたものであっ

たお｝

3. 2. 3. 行政

木事例において被告となったlilt須賀市は， j］民

が近隣紛争を始めると，彼らの生活環境の維持保

全を図るための土地利用 まちづくりの制度設計

に取り掛かった具体的には！訴訟提起前の

2003 'I' 2月に開発行為等指導嬰綱を条例化し

住民制経lレールを明文化している その後， 2003

年6月に行政訴訟が提起されることとなったが1

訴訟中の翌年 2Cj4年 l月には，都市計四法に基

づく高度地区の指定を全ii的に行い！同年7月に

は。地下室マンションを直披規制する条例を：1判定

している 翠年， 2005年2月に行政訴訟は終結

し，横須賀市は控訴せず＇ J悦iflj刊むとが磁定，同年

7月には土地利用基本条例等の土地利用制強関連

条例を問l時に 41'1'ー（「横須17市土地利用基本条例」

（平成 17年横須賀市条例 47号） 「都市計画決定

等に係る手続きに関する条例」（平成 17年横須賀

市条例 48号） 「開発問可等の基準及び手続きに

I則する条例」（平成 17年横須賀市条例 49号）

「適正な土地利用の調整に閲する条例」（平成 17

年横須賀市条例 50号））制定し。施行している
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3. 2. 4. 横須賀市の取り組みへ裁判所と市民の

及ぼした影響

以上，裁判所（3.2. I). rli民（3.2. 2）.行政

(3. 2. 3）の三つのアクターが！本刊に関してとの

ような行動を取ったか またどのような'l'IJ断を

行ったかを見た 以下では行政が本事例を契機と

して行った取り組みに！裁判所・市民の両アク

ターがとのような）；f;響を与えたのか検討する

まず。市民の活動と横須t7市の取り組みとの関

係を見てみる 先に述べたとおり 1 横須賀rliは！
訴訟以前からマンション日｜岡反対運動による近隣

紛争について認知lしており！地下室マンション一

般へのTl民の問題意識を政策に取り込むべく 住

民調整ルールを取り込んだ条例を作成しているか

そして！訴訟中にも， J,'ij)j¥'J也民指定を行い！加え

て。地下室マンションを夜桜規制する条例を作成

している＇＂＇ また＇ li~ii'i判決後！横Ji'(釘市は控訴
せず。 lW消判決を確定させている これについて。

当時？横須賀市職員であった出石は 本fl'訴訟に

ついては. ;;I・闘が建築恭準法にi主反していないと

いj断したため争ったものの.m民との紛苧の仁！？で

地下室マンション一般の危険性については甘？とし

ても認議しており！控訴を附念したというより。

あえてしなかったとしている また訴訟後の土

地利用調接関迷条例については。本fl'訴訟で争わ

れた建築首｜阻！とi可種類のill築をI 以後！認めない

というな思表示のために行ったとしている＂＇

以上の横須11市の判決後の行動の中に，判決へ

の形式的迎会｝に限定されない広範な考！芯が見られ

る つまり 1 梢須釘rlTは！単に裁判所の判決に対

応するのであれば！取消判決に対し再処分を行う

ことも可能であったし再処分を行わないにして

も！条例化までする必姿はなかったはずである

市民が訴訟の坊において求めたのは！形式的には

「本何個別の地下笠マンション」の建築計画の中

止であったからである しかしそもそも市民が

要求していたのは，「住環境の祁持jであり。こ

れは個別的な高層建築物の建築に惚まらず。住環

境を悪化させる危険のある建築物一般の将来にお

ける封｜除であった 横須賀市は，市民との対話の

中から，この訴訟制度の把握できない「市民の要

求」を認識することに成功し。かっ 適切にこの

「要求」に応答することができたと考えられる

また，一述の横須t1市の取り組みの中には。裁

判所の判断への応答も見られる それは訴訟後

に制定された四つの土地利用調整制述条例の中の

「開発許可等のi法準及び手続きに！勾する条例」の

基準に見出される 本条例に定められた基準によ

ると 「｜豆町の変更」は， （県の手引の）「形式的

な区間統合」の器準によることなく。実質的な土

地の分訓又は統合があれば！「区間の変9Z」に当

たるものとしている この判決後に制定された条

例の基準は！裁判所が「判決耳目由」中に示した

「区間の変更J解釈と合致するものである これ

は裁判所の!J：図した放消内容色横須t1市が汲

み取ると共に。それへの応答を行ったものといえ

る

本fi＼＇では。訴訟法務についての ＇1ト例を杉：討する
ことで，訴訟後の政策法務のあり方を検詰［した

横須賀iiiは！訴訟によって顕在化した個別的な問

題を「条例化」することで. I百j磁の｛也事例が以後

発生しないように政策変更を行っていた そして，

この過程においては！①判決そのものというよ

り！その｜可決の「J!Jl山jへの考店、を行うとともに，

③訴訟の提起の背奴にある「市民の要求jへの

即応が行われていた これまでの「政策法務Jの

談論においては訴訟後の対応について 組織や職

員立識といった観点からの検討はあったものの，

その対応の方向性については「迷｛去性jの是正と l

「有効性jの保保という程度にしか語られてこな

かった 本論文では！「TIT民の＇｝＼（；JUへの応答と。

「判決鹿市」への応答という視点から，訴訟後の

対応がなされるべきであることを示した

以 iニの訴訟を契機とした「条例化jの議論は！

政策を規定する法制度lこ。訴訟において符られた

知見を反映させる試みであった ただし。訴訟を

通しての政策の実現という観点からは！さらに，

その条例が運町jされる過程についての談論が必要

となる なぜなら どれほど良い条例であろうと！

その制定自体は 政策過程から見ると投入（イン

プァト）かφ 産出（アウトプ、ノト）であり 成果

（アウトカム）を約束するものではあり得ないか

らであるP 訴訟後の行政過程での「符考Jと
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いったとき 1 そこで；Jとめられるのは。法制度を見

直し！場合によっては作り直すことに加えて，そ

の運用までをも視野に入れることであると考えら

れる 次章では。「制度」と「状況」のWI係性に

着目した政策研究を参！！召しつつ！条例の運用に当

たっての「訴訟に対する行政の応答」のあり方を

採る

4. 判決後の行政過程での「再考」

iilif~lにおいては！政策法務論においてしばしば

参！！日される＜J1：例のi'Vt討を過して。行政が訴訟を通

して何りれた知見を条例化させる過程において1

「iii氏の＇.！！＇求 Jと「判決理由」への応答がなされ

ていることをみた 条例化は！自治体の法制度を

現状に辿したJI主に変！！＇£ してゆく営為であり I 地方

分権や地域：仁椛という文脈の下にある現代的な安

部に沿った対応であったと考えられる ｛也方で，

訴訟への行政の応答を過しての政策の実現という

?rU!J~.（から見るならば，その条例の運用過程にまで

目を向ける必要がある 金井（2C09）は，条例化

を政策手段の整備と位世づけたヒで1 これらは！

政策i品伐においては，あくまでインプァトかアウ

トプソトであり，アウトカムを約束するものでは

ないとし法的ルーjレの整備は必嬰条f’I＇ではある

が，充分条刊ではないとする＂＇ だとするならば！

「訴訟への行政の応答」といったとき。そこには

法制度の技術と！そのilliiflまでをも含める必要が

あるように思われる

本車では。「制度」と「状況」にmElした政策

研究を参照しつつ，訴訟を経て整備された条例の

迎川のあり方について論じる これを通してl 法

制度の整備のみでなく。その迎用までをも含んだ

「判決後の行政の符考」過程の枇管を提示する

4. I. 条例化

訴訟後の行政機関の対応を，「政策法務」論の

視点から見るなら！それは訴訟において得られた

知見を法制度の改正，もしくは述用の指針として

活用しようというものであった その一方で，訴

訟を政策実現の契機として拠えようとするなら。

これらの法制度や運用指針を実際にとのように使

いこなすのかという実施過程への視点も必嬰とな

る 「政策法務」論では，「執行法務」が，この視

点からの議論を担ってきた 「執行ii<務」に期待

される役割は，特定の政策を実施するに当たって？

その政策に法的な権限や仕組みを提供し明確に

することである知 これに対して，森岡（2011)

は，この「執行法務」の立設は認めつつも！執行

法務の知見を実施過程での凱題解決に役立てるた

めには。現実の政策実施過校における資源の限定

性や. tl＇令以外の要素との｜判述をも考慮に入れ，

政策研究の枠組みからの検討が必要であるとす

る＇＂ たとえば。規制法の執行過程においてはl

たとえ法的な権限に基づいた改善命令の執行が可

能な場合であっても，事業者との｜期係性の維持の

制点から 1 行政指導のようなインフォーマルな手

法がi盟42されることはよく珂lられている日） 笑』宙

の局而における政策の具体化過殺では，法的な権

限や仕組みに合まれない要素によって。政策が述

刑されることもありえるのである このような政

策の具体化は！個別的な場而における政策対象者

と行政機関の関係性等の「状況jと1 法令の定め

る「制度Jとの「抑制］」を目指して行われている

ものであると考えられる このように政策の笑施

過程での具体化を拠えるなら 具体化された政策

とは「制度」と「状況」の両者からの彩物を受け

構成されたものであると考えられる そして，

「執行法務」がこの］曲松に対して担っている役引j

は。政策に「制度」的な権限や仕組みを提供し

正当性を与えることであるといえる しかし，こ

の「執行法務Jの役割は，政策の災施過程におけ

る「制度」についてのー側而を扱うのみであり！

現実には資源の限定性やアクタ－lilJの関係性等の

制約条件の下，制度の予定し符ない「状況」での

対処が必要とされることもある この也、味におい

て。「執行法務」は！政策実現過程のー側面を扱

うものでしかなく，限定的であると考えられる

それゆえ以下では！このような政策における「状

況jと「制度」の関係に着目したレジヤノとシャ

ンカールの研究を参照し，訴訟後に行政が行った

条例化と，その条例の述朋過程の関係について検

討する
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レジヤノとシャンカールは政策を fテクス

トjと「コンテクスト」の相互作用の殴物として

位置づける ここで。「テクスト」とは！政策の

本質・目的・デザインを統べる公式のililJJj[的］＇.［写

災（blueprint）であり。一般'1:1(univcr回 I）とい

う特貨をもっとされ。これに対してI 「コンテク

ストJとは！場所やコミュニティを!'J:lr;j（するもの

で1 個別性（particular）という材質をもっm そ

して テクストは。桜中：で多元的なコンテクスト

を十分には相j)j：できないため コンテクス卜を所

与の条｛’！として。テクストをfrり変える必要が生

じると指Mする 政策は。この両者の相互作用に

より 常に再作用を受けながら構成される ここ

で二人が惣定しているのは。政策の実施過程にWI
わる現場］店員や！そのJ-.f立組織の職員。現地の住

民やド：!j/";W,· といった多械なアクター｜日jの制整の~Ii

果としての政策である

また レジャノは！「テクストJと「コンテク

スト」の術JJiijjj迭の必要性を指摘する＂＂ なぜな

ら 孜々のmいるテクスト（制度としての政策）

は コンテクスト（生活する状況場所の特質）

とllE出Itすることがあり I コンテクストを所与の条

刊として テクストの話雌を評価するための視点

が必主主になるからである（図 I). レジャノは，

f解釈学的循環（hermeneuticcircle) Jを参照しつ

つ その一部を改変することで政策学に応用する

Text 

lntecpcetation 

Context 

Undecstanding 

(L♂，jmm (2015), p. 104より一部改定）

121 I 解釈学的術11)

まず この一自主的な芯l味における解釈学的循環

をmいて 「政策法務J論における「訴訟を経て

の条例イヒ」のi議論をjj~えるならば 言下詰tを契機と

してこの循環が起こったものであると考えられる

つまり 訴訟後に行政が行ったのはI 訴訟におい

て争われた個別ケース（コンテクスト）から符ら

れた主11見を 条例化することで一般（テクスト）

化することであった 当然！訴訟で争われた個別

ケースには1 その前提となった法制度に基づく処

泊（テクスト）がある このように拠えるなら，

訴訟を通じた法制度の設計を指向する訴訟法務の

議論は テクストそのものを そのおれこj直したも

のに作り交えるものであったと考えられる 他方

でI この作り変えられたテクストは。政策一過程の

/!JU~から Fよるとインプy トかアウトプットでしか

なく！このテクストを述j刊することで！アウトカ

ムにつなげなくては。訴訟への行政の応答は不 1-

分なものに留まると考えられる

本論文の目的はl 「ii

という tt占を11~ることで！訴訟を政策の~J見の機

会として位置づけることにある そのためには！

インプット・アウトプットをアウトカムに2引Tる
判決後の行政過程における法制度の迎用までをも

税関に入れる必＇！！＇がある 以下では，制度の述

用 実施過砧Jにおいてfrわれる多絡なアクター！日j

の訓獲を 「解釈学的循環」を用いて説明したレ

ジヤノの分析枠組みに法つFき 条例の日目l定・改善

とは区別されたilliJtl. ~！.施過程における術開を検

討する

4. 2. 条例の運用

条例の迎用過程に｜ヨを向けるならば，法制度の

述mを担っている行政l悦只たちは非常に複線な深

坊の下で職務をこなしている また，行政職員た

ちはあらゆる領岐において少なからず紋況を有し

ており，法制度（テクスト）と辛口卦の状況（コン

テクスト）の両者に配地、しつつ. ＇澗m＞しながら職

務を；！行している Lたがって！訴訟を契機とし

た条例制定は！政策災現変更の一過程でしかな

く。条例の述！刊過程における調整までをも含めて！

事後的行政過税での「再考」。また「訴訟に対す

る行政の応答Jを捉える必要がある

レジヤノは！政策の笑施過程における「テクス

トJと「コンテクスト」の調整の椛造をI 先にどp
げた解釈学的循環の 部を変更することで，把怪

しようとする＂＇ レジャノは。政策領域の複雑性

を十分に描写するには．現状を既存のモデルにm
換しようとする「解釈（intcrpt割引ion）」では不卜

分であると指指し。政策が笑施される現場の複雑

性や，その複雑性の中における制度運用のあり方
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の「発見（四velation）」という営為の必要性を主

張し先の「解釈学的循環Jを修正し政策学に

応用する（図 iI). 

Text 
（政策）

×Interpretation 
0 Revelation 

Unde隠tanding

1 / 
Context 
｛状況） 「、

(Lcj'"o (2凹6).p. 104より一部改型）

図I.I 政策学における解釈学的循環

レジャノは，この循環の構造を前提として，限

られた資源や，既存の関係性の制約の下で 1 談題

解決を試みる「R~郎で行動すること（improvisa

tion) J，また，その制約条件下での課題解決で

あっても. iliill!l：の本来有していた日的は維持させ

る必！女性があるという在日＜！~から I 「iliill止の－ ntt

(coherence）」の重要性を指摘する これによっ

てl 市IJJ！）＇を司，，欧に保ち。制定の状況に迎合的であ

りながらも，有効性を失わない制度の維持が可能

であるとする削 そして，この「発見Jを含んだ

循環を服保するためには，「討；i~J を通しての現

実のニーズの把援や。実際に政策が実施されるコ

ミュニティ内での「実践Jを通して！文化や習慣

等を理解する必要性がある附

レジャノが指摘した法制度の運用過程における

テクストとコンテクストの循環の議論は！特定の

制度から生じる政策の実質的な内容を！地域の特

性や状況に適合させ，常にI皆定的な決定に積め，

反省的に内容を変更する余地を認めるように求め

るものであった そして，そのためには，市民と

のほ付議jや「実践」といった活動を通しての。

状況の細部の「発見Jが必要なのである

次に！訴訟法務の条例化の過程に見られた循環

椛迭と！その条例の実施過程に見られた循環椛造

の二つの関係について検討する これにより！

「訴訟に対する行政の応答」が法制度の整備I，ま

たそれに基づく政策の実施までをも含んでいるこ

とを示す

新たな法制度の整備につなけるためのものであっ

た この過程を「テクスト」と「コンテクスト」

の循環構造として捉えるなら，訴訟において争わ

れた個別ケース（コンテクスト）から得られた知

見を，条例化することで一般（テクスト）化する

ことであり！法制度そのものを変更させることで

あった しかしこの循環過程がもたらす法制度

の整備は。政策過程から見るなら 1 インプットな

いしアウトプットに過ぎず。アウトカムをもたら

すものではない法制度を整備することに加え，

その笑施過程を経てのアウトカムまでをも考慮す

る必要がある

そして，法制度の述用・尖施の過程においては1

「訴訟法務」による循環とは異なった循環構造が

見出される それは制度の実施過程において，政

策の内容を状況に迎合させるためのものであり！

絞雑な状況の下，反省的に政策内容の有効性を見

直すことを目的とするものである この過程にお

いては 「討議Jや「実践」を通じた，政策の実

施現場の複雑性l および！その複雑性の中におけ

る制度述川のあり方の「発見Jという営為が必要

とされた この訴訟に対する行政の応答を！政策

の実現というアウトカムにまでつなげるためには。

法制度の整備も重要ではあるが，それにとどまら

ず，絞維な状況下における現実の実施過程をも含

めて「訴訟に対する行政の応答」と拠える必要が

ある

加えて。このこつの循環fl，＇迭は相互に布 Ii完的な

役割を担っていると考えられる（図 2). 笑施過

程における循環榔迭により！法律や条例等の枠内

において，これらの法制度がもたらす政策内容がl

現実の状況と大きく話離することがないように保

っと共に！両者の調整と適合性を服保している

そこにおいては，政策を規定する法制度の現状や，

多様なアクターの関係性という制約条件の下に

妥協しながらも。利用可能な手法を用いて！問題

の解iJ・とがなされる そして。何らかの耳目白により，

制度と状況の諮問Iが穴きくなり，そのヨJi;雌が市民

にもたらす不満がχきくなると。訴訟等の「共同l

的笑践」が生じ＇＂＇.条例や要綱主主の政策を規定す

4. 3. 二つの解釈学的循環 る「法制度そのものjの変更が迫られることにな

「訴訟法務」の談論は。訴訟で示された内容を る そして，まさにここにおいて！法制度盤備過
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程における循環椛造が顕在化すると考えられる

aA 
司
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国2 二つの解釈学的術Z誌の｜時係性

また この法的ljfit整jiilJi@程における循環櫛造は，

行政が司法との対話を通して。「法を学WI」する

過程としても捉えられる刊 行政はl この過程を

過して 百Jil司、ら望ましい法のあり方を学びI 法

制度の猿備に当たると共に1 その法制度の組問｜人J

において1 どこまでが迎法でl どこからが違法な

のかという迎法 i以上のコードを学官するものと

考えられる この適法・逃法のコードは！強制iiさ
れた法制度を逆用する過程においてな味を持つも

のである レンヤノの王張した実施過程における

循環郁迭は特定の制度から生じる政策の実質的

な内容を 地域の特性や状況に迎合させ，常に腎

定的な決定に官め。反省的に内容を変更する余地

を認めるように求めるものであったが，その中に

あっても，制度の目的は維持され -1'tしたもの

とするように求められていた この制度目的の一

貫性という制点から！許容される政策内容の変更

可能な総随lを規定するのがl 司法との対話によっ

て7 行政が学習する適法逃法のコードであると

考えられる

このように捉えるなら。訴訟を契機とした行政

の「再考」とは，法制度の整備過程に加え，その

法制度から生じる政i策の~f施過程とも深く｜剖わっ

ており。その両過程は相瓦に祈完的な関係にある

といえる そして，これらによって。訴訟後の行

153 

政は 市民の7な思を反映した政策を実現すること

が可能であると考えられる

5 おわりに

本論文では．行政訴訟による行政治国Jの統市ljと，

その統制への行政機関の応答のあり j'jを現論的に

検討してきた 従来の政策研究においてIi，訴訟

のもつ政策形成機能等の1ITIJ而からの研究はあった

ものの！その訴訟に対し 行政がどのように応答

すべきであるかといった側面からの研究はなされ

てこなかった しかし 行政訴訟制度の改革も相

まってI 行政訴訟の件数は今後，増加してゆくも

のと思われる だとすれば行政訴訟を契機とし

た政策の変更・災現のありガ，また。行政の応答

のあり方を明確化することにはな誌があるだろう

第二平では。行政の法務活動にm目する「政策

it汁際」論を参照し。訴訟後の行政機関の対応を検

討した 「政策法務」諭の中の「訴訟法務Jの議

論では，訴訟を法制度の評仰のJJ)1と見なし，「訴

訟の提起jの段階から早期に法制度の児庇し等の

対応を始めること 行政が訴訟の坊における「説

明i'i任Jを！夜行することのこつの指；j怖がなされて

いたそして この二つの指摘により！「判決後

の行政の再考」は裁判所の判断への逃守に限定

されず，より広；抱な考胞が必'2fとされることが明

らかになった

この「訴訟法務」の目的は！「「逃法性」を解決

しつつ，「有効性jのある法制度設計 速用を模

索」することであり（訴訟後の行政はこの沼的

に沿った政策を展開することが望ましい しかし。

その政策の具体的な内容は！個別の状況によって

呉なる そのため！第三車においては！政策法務

論においてしばしば参照される事例について検討

した この検討の結果！訴訟後の行政が行う「法

制度整備」の過程を過して，「市民の要求jおよ

び「判決理由」に対しての応答がなされているこ

とが明らかとなった

この訴訟法務の議論は，政策を規定する法制度

に 訴訟において得られた知見を反映させる試み

であったといえる 一方「訴訟に対する行政の

応答Jという観点を取るなら，法制度の強制iiに加
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えて，その運用まで考慮に入れる必要がある

「政策法務Jの談論において1 この運用の過程の

議論を担ってきたのは「執行法務」であるが，こ

の執行法務の役割は1 政策に法的な権限や仕組み

を提供することであり，執行法務の議論によって，

現実の運用過程における複雑性の全体を包括する

ことは不可能であり。限定的なものであるといえ

る

そこで第四章では，「制度」と「状況jの間の

動態的な関係性に着目したレジャノとシャンカー

ルの政策の分析枠組みを参照し。法制度の運用の

局面における「行政の応答」のあり方を検討した

「訴訟を経ての法制度の整備過程」と「法制度の

運用過rnJにはi それぞれ興なったレベルにおけ

る「制HUと「状況」の循珠構造があり，五いに

布Ii完的な｜則係にあるものと考えられる つまり 1

行去制j主の述月j過程」の循環櫛造は！実施過程の

彼総な状況の下！反省的に政策の内等を変更させ

ると共に！そのl&liilが←｜分lこ発揮されなかったと

j 訴訟等の「共同的笑践」が生じ，「法制度の

整jrHJjf.I股」の循環構造を顕在化させる 一方。こ

の「法制度の整備過程Jの循環構造は！訴訟にお

いて苧われた個別ケースから得られた知見を。条

例化~＼＇＇の方法で一般化させる機能を持っと共に！

その法制度のi主用過程での政策内容の変更可能な

純闘を規定し行政に「学習」させる このよう

な補完的な関係性を保つことで，＇ /gf定的に自治体

の状況に迎合した法制度と。その法制度に基っく

政策を形成してゆくものであると考えられる

以上が本論文のおおよその概要である これま

で政策学において！訴訟は，イレギュラーに起き

る一種の病理現象として捉えられてきたといえる

しかし現在！行政訴訟の111＇数は噌加傾向にあり。

今後！増えることはあっても減ることはないとま

で言われている叩 そうであるならば。訴訟を！

政策実現のための一つの契機と捉え。そこから得

られる示唆を政策学の枠組みから村：討することに

は. ti：義がある 本論文はその一つの可能性を示

したものである
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付。 ilr仁1・11＇，石段崎（ 2011）等
s I 山口（2011). 2頁なお この点につい同頁脚

注にて「本文で述べたこと以外には共通の理解
がない！ともいえる」としている

9) 金井（2009), 31 l'I 
10) 山口（2015), 89子l
11) 地方自治体においては法本的にこのサイクル

は執行（Do）から始まり，詞価（日目 Check)

を経由して f)I行（Do）もしくは立法（Plnnl

へと再び循環してゆくとされる
12) 出石（20llb), 303貝
13) 鈴木（2011）。 263頁
14) 鈴木（2011). 263-264頁 これを鈴木は「下位

目的の内面化jとして説明する
15) 「説明江任」の定義として「行政による情報t~ilt.

広報活動。行政活動の基準 j特別を予め設定L.
T[f民に公表しておくというシステム」という大
柿（20日4）の定義を用いる

16) 北村（2008)

17) 北村（2日08), 88頁
18) 北村（2日OS), 88頁
19) もっとも これらは行政作用法上の説明引任に

ついても。理念としては求められるべきもので
ある

20) 山本（2006）は！伊方原発訴訟の沿市裁判決
u，－，高裁判所第一小法廷！平成4 10 29. 民集
46巻7号 1174頁）をmいて，行政裁量の説明
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法行政原告の協的過程とする山本（2006).

17頁

21）以下。京事例の概嬰等については， 11"石
(201 lb), 千葉県総務部政策法務部「政策法務
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迎正取引推進機構「RETIO2005. 11 No. 62」に

よる なおl ,'l.',fiは当II＂.柿須釘 T!i職l'lであっ

た
22) 横浜地判平成 17'1'2月23El判例集米笠松（平

成 15liTウ） 39) 

23) 概嬰の内容は千強県総務部政策法務，］~！「政策法
務ニュースレター Vol.2 2 (2005. 8. 31）」に基

づく

24) 千涜l\l総務部政策法務J~＇「政策法務ニユースレ
ター Vol.22 (2005.8.Jl)J 

25) 不動産迎正取引推進機悦「RETlO2005. 11 No. 

62」
26) ru右（201lb). 3叩頁
27) 「特定l.IJ!i>'i;＇行為に係る手続き及び紛争の；品目 f

に附する条例」（＇I'成 14 年依悲ll!ilT条f；~ 41 ・>;・) 
28) 「斜而jj也ill築物の!iii迭の制限に｜刊する条例」（平

成 16if＇梢須 nm条例 31号）
29) 出石（201lb) 308-309 f( 

3日）金JI• 120仰） • JHT 

31 ）金JI• (20口9), 35)'( 

32) お旧（2011), 74)'( 

JJ）森III (2011). 74 79頁
34) 平日:I(2009 I 

35) Lcjano and Shankar (2013) p. 85 

36) Lcjano (2006）。 pp.103 107 

37) Lcjano (20~6) p. 206 

38) LCJ同no (20~6) p. 205 

39) レジャノは！フィリピンにおけるiiu・由、めの卵の

古i'i.I（•.規制政策の；Jト｛刊を JlJ いて，分析している

それによると規制グループは予Ji: 人口等のfill

で'tti~ill切、足していたことに加え＇ 1白自il昔が同

に武装することもあり伴るという制約的な状況

に白かれていた一方税猟者たちにとって

卵の採取はJP.なる経済的な営為ではなく！彼ら

の伝統文化の一部をなすものであった このよ

うな ＇，＇.y；誌の下規制グループは実践や街liil者

との社治を過して。単純な政策の~i胞と懲罰
措ii'lでは政策目的を実現させることが不可能で

あることを学び二者r:tlにおける「緊摂緩和j状

態」とも取れる実施のあり方を確立したとされ

る 具体的には。規制のためのパトロールを行

う際には苫i猟者ーたちに合住lをi去ること（patcol

ling without patrnlling），巡反者への懲沼措世は避

けl i主反者が所属するコミュニティ内部の年長
者による指導に委ねること 婚供者の緊ヰ』時に

は卵の追加lでの採取を c'1•rrrする唱であった こ

の実施のあり方はl 実施過程において徐々に形

成されていったものであり 規制者たちは 「古
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也知｛者たちの文化についての理解も深めていっ

たものである Lcjano (20日6) pp. 235-249 

40) 阿部（2002）は， T!i民が政策を何らかの手段に

より「「 IJ変えようとする営為を「共同的実践J
とし その一つのパリエーションとして訴訟を
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41) ,1.1；均（20111

42) 11＇，石（ 20lla), 28頁

43) 鈴木（2011), 268頁
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The local administrative response to administrative litigation 

Kazusa YOSHlKA、.VA
Gradnate School of Hnman and Environmental Studies, 

Kyoto University, Kyoto 6日fo-8501Japan 

Snmm"1J' The pu中oseof this paper is to examine th叩問ticallyhow local governments shculd respond to 

admnustratlve 11t1gat10n Admmtstratlve hllgatlon 1s regarded as one means thrcugh which citizens can 

express their disapproval of administrative policies. By responrling properly to judgements in snch litigation, 

local go刊 rnmeotscan imprnve their policies and better understand citizen preferences. This paper sngge.,ts 

that stud1" m“the legal wo1・k for policy management”can provide gnidanoe m founnlatmg appropnate and 

constrncti、川e1・esponses. According to these studies, local governments, aftei・ a judgement is handed down, 

need to respcnd not only to the jndicial judgement bnt also to the non-legal p1・efei・enee of the citizens. This 

typc of dual response emerges through a procc5' of "improving the legal institution.”Howem, in policy 

terms, there is 11' I only a need for improving the legal institution, but also a need for improving the proms of 

operating the legal institution, which involves pm'licular complexity. Accordingly, this paper focuses on 

policy thccry that add四回目 theinterrelationship between "institution and "situation', and pr句）OSCS a 

normative model that includes both the process of improving the legal institution and the proce'5 of operating 

the legal institution that arise from administrative litigation. 


